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川越市・川越商工会議所と意見交換会議を開催します 
 

埼玉県信用保証協会は、各地域の中小企業者の持続的成長支援および地域活性化を目的とし、

令和７年３月２１日から順次、市町村・商工団体等と連携協定の締結を行っています。現在連携協定

を締結しているのは、以下の５市・５商工団体等です（※）。 

・「朝霞市、朝霞市商工会」 

・「さいたま市、さいたま商工会議所、公益財団法人さいたま市産業創造財団」 

・「所沢市、所沢商工会議所」 

・「川越市、川越商工会議所」 

・「加須市、加須市商工会」                                   （締結日順） 

 

既に連携後最初の施策として、地域の支援を受け創業する（創業している）事業者が、各市の市町

村創業保証制度を利用する場合、「信用保証料率を 0.1％割引」する取組み（※）を実施しております

が、今後の連携施策を検討すべく、各市・商工団体等との意見交換会議を順次行ってまいります。 

この度、初回の意見交換会議を川越市、川越商工会議所との間で実施します。日程、場所につい

ては以下のとおりです。 

・日時：令和７年４月２１日（月） 

・場所：当協会川越支店会議室 

 

当協会は、本連携協定を通じて市町村・商工団体等との連携を一層深め、各地域の中小企業者

に対し、より効果的な支援を届けられるよう、検討を進めてまいります。 

なお、川越市・川越商工会議所以外の市町村・商工団体等とも順次本会議を開催し、各地域の中

小企業者に向けた連携支援策の検討を行ってまいります。 

 

※連携協定や保証料率割引の詳細は、こちら（令和７年３月１９日付ニュースリリース）をご参照くださ

い。 
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